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 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び伊勢 

 

 

市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第４号 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び

伊勢市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 （議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

改正） 

第 1 条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平

成 17 年伊勢市条例第 30 号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第１号中「監獄」を「刑事施設」に改める。 

 （伊勢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正） 

第２条 伊勢市消防団員等公務災害補償条例（平成 17 年伊勢市条例第 209

号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第１号中「監獄」を「刑事施設」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律（平成 17 年法

律第 50 号。以下「法律」という。）の施行の日から施行する。 

 （適用） 

２ この条例の公布の日が法律の施行の日以後であるときは、この条例に

よる改正規定は、法律の施行の日から適用する。 
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 伊勢市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例を廃止する条例をここ 

 

 

に公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第５号 

   伊勢市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例を廃止する条例 

 伊勢市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例（平成 17 年伊勢市条例

第 40 号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

7



 

 

 伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第６号 

   伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例 

 伊勢市職員給与条例（平成 17 年伊勢市条例第 42 号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第 28 条第２項第１号中「100 分の 70」を「100 分の 72.5」に、「100 分

の 90」を「100 分の 92.5」に改め、同項第２号中「勤勉手当基礎額に」の

次に「、６月に支給する場合においては」を、「100 分の 45）」の次に「、

12 月に支給する場合においては 100 分の 40（特定幹部職員にあっては、100

分の 50）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。 

 

 

9



 

 

 伊勢市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第７号 

   伊勢市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 伊勢市手数料徴収条例（平成 17 年伊勢市条例第 56 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第７条第３項に次の１号を加える。 

 (25) 石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年法律第４号）

第 83 条の規定に該当する者 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、石綿による健康被害の救済に関する

法律（平成 18 年法律第４号）の施行の日から適用する。 
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 伊勢市障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第８号 

伊勢市障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例 

（委員の定数） 

第１条 障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）第 15 条の規定によ

り設置する伊勢市障害者介護給付費等の支給に関する審査会（以下「審

査会」という。）の定数は、10 人以内とする。 

（委任） 

第２条 法令及びこの条例で定めるもののほか、審査会に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。 

 （伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 

２ 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成 17 年伊勢市条例第 36 号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「36 の項」を「38 の項」に改める。 

  別表中 36 の項を 38 の項とし、33 の項から 35 の項までを２項づつ繰

り下げ、32 の項の次に次のように加える。 

33 障害者介護給付費等の支給に関する審査会

（会長、合議体の長及びこれらの職務を代理し

た委員） 

日額 23,600 円

34 障害者介護給付費等の支給に関する審査会

（委員） 

日額 20,400 円
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 伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例の一部を改正する条例を 

 

 

ここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第９号 

   伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例の一部を改正する条 

   例 

 伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例（平成 17 年伊勢市条例第

98 号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１号中「児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」とい

う。）第６条の２第３項」を「障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号。

以下「支援法」という。）第５条第７項」に、「法第 21 条の 11 第２項」を

「支援法第 22 条第１項」に改め、「居宅」を削り、同条第２号中「法第 21

条の 25 第１項」を「児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 21 条の６」

に改める。 

 第８条第３号中「法第 21 条の 14 第１項」を「支援法第 25 条第１項」に

改め、「居宅」を削る。 

 第９条第２項を次のように改める。 

２ 前項の利用料の額は、当該保護者につき支援法第 29 条第３項の厚生労

働大臣が定める基準により算定した費用の額に同条第１項の特定費用

を加算した額とする。 

 第９条第３項及び第４項を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前に、改正前の伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児

童園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の

相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 
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 伊勢市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第 10 号 

   伊勢市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 伊勢市国民健康保険条例（平成 17 年伊勢市条例第 101 号）の一部を次の

ように改正する。 

 附則第６条第３項中「附則第 35 条の３第 12 項」を「附則第 35 条の３第

11 項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 伊勢市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第11号 

   伊勢市介護保険条例の一部を改正する条例 

 伊勢市介護保険条例（平成17年伊勢市条例第102号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条各号列記以外の部分中「平成17年度」を「平成18年度から平成20

年度までの各年度」に改め、同条第１号中「１万8,000円」を「２万4,000

円」に改め、同条第２号中「２万7,000円」を「２万4,000円」に改め、同

条第４号中「４万5,000円」を「４万8,000円」に改め、同条第５号中「５

万4,000円」を「６万円」に改め、同条に次の１号を加える。 

 (6) 令第38条第１項第６号に掲げる者 ７万2,000円 

 第５条第３項中「又は第４号ロ」を「、第４号ロ又は第５号ロ」に改め、

「（第１項に規定する者を除く。）」を削り、「第４号まで」を「第５号まで」

に改める。 

 第14条第２項中「法第31条第１項後段」の次に「、法第33条の３第１項

後段」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の伊勢市介護保険条例第３条、第５条及び第 14 条の規定は、平

成 18 年度以後の年度分の保険料について適用し、平成 17 年度分までの

保険料については、なお従前の例による。 

（平成 18 年度及び平成 19 年度における保険料率の特例） 

３ 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の

一部を改正する政令（平成 18 年政令第 28 号。以下「平成 18 年介護保

険等改正令」という。）附則第４条第１項第１号又は第２号のいずれか
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に該当する第１号被保険者の平成 18 年度の保険料率は、第３条の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ

当該各号に定める額とする。 

(1) 第３条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成 18 年度分の地方税法（昭和 25 年法律第 226

号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むも

のとし、同法第 328 条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）

が課されていないものとした場合、第３条第１号に該当するもの ３

万 1,680 円 

(2) 第３条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成 18 年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されていないものとした場合、第３条第２号に該当するもの 

３万 1,680 円 

 (3) 第３条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成 18 年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されていないものとした場合、第３条第３号に該当するもの 

３万 9,840 円 

 (4) 第３条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（地方税法等の一部を改正する法律（平成 17 年

法律第５号）附則第６条第２項の適用を受けるもの（以下この項にお

いて「第２項経過措置対象者」という。）に限る。）が平成 18 年度分

の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場

合、第３条第１号に該当するもの ３万 6,000 円 

 (5) 第３条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第２項経過措置対象者に限る。）が平成 18 年度

分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場
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合、第３条第２号に該当するもの ３万 6,000 円 

(6) 第３条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第２項経過措置対象者に限る。）が平成 18 年度

分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした

場合、第３条第３号に該当するもの ４万 3,680 円 

 (7) 第３条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第２項経過措置対象者に限る。）が平成 18 年度

分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場

合、第３条第４号に該当するもの ５万 1,840 円 

４ 平成 18 年介護保険等改正令附則第４条第１項第３号又は第４号のい

ずれかに該当する第１号被保険者の平成 19 年度の保険料率は、第３条

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1) 第３条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成 19 年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されていないものとした場合、第３条第１号に該当するもの 

３万 9,840 円 

 (2) 第３条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成 19 年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されていないものとした場合、第３条第２号に該当するもの 

３万 9,840 円 

 (3) 第３条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が平成 19 年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されていないものとした場合、第３条第３号に該当するもの 

４万 3,680 円 

 (4) 第３条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主
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及びすべての世帯員（地方税法等の一部を改正する法律附則第６条第

４項の適用を受けるもの（以下この項において「第４項経過措置対象

者」という。）に限る。）が平成 19 年度分の地方税法の規定による市町

村民税が課されていないものとした場合、第３条第１号に該当するも

の ４万 8,000 円 

 (5) 第３条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第４項経過措置対象者に限る。）が平成 19 年度

分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場

合、第３条第２号に該当するもの ４万 8,000 円 

 (6) 第３条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第４項経過措置対象者に限る。）が平成 19 年度

分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場

合、第３条第３号に該当するもの ５万 1,840 円 

 (7) 第３条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員（第４項経過措置対象者に限る。）が平成 19 年度

分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場

合、第３条第４号に該当するもの ５万 5,680 円 
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 伊勢市災害派遣手当等の支給に関する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第 12 号 

伊勢市災害派遣手当等の支給に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 32 条

第１項に規定する災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員の

災害派遣手当及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律（平成 16 年法律第 112 号）第 154 条に規定する国民の保護

のための措置の実施のため派遣された職員の武力攻撃災害等派遣手当

（以下「災害派遣手当等」という。）の支給に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（手当の額等） 

第２条 災害派遣手当等は、派遣された職員が住所又は居所を離れて本市

の区域に滞在することを要する場合に限り、滞在する期間及び施設の利

用区分に応じ、別表に定める額を支給する。 

２ 前項に規定する滞在する期間は、派遣された職員が本市の区域に到着

の日から出発の日の前日までの期間とする。 

（支給方法） 

第３条 災害派遣手当等の支給方法に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

施設の利用区分 

 

滞在する期間 

公用の施設又はこれ

に準ずる施設（１日に

つき） 

その他の施設（１日に

つき） 

30 日以内の期間 3,970 円 6,620 円

30 日を超え、60 日以内の

期間 

3,970 円 5,870 円

60 日を超える期間 3,970 円 5,140 円

備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業

法（昭和 23 年法律第 138 号）第２条第２項に規定するホテル営業及び

同条第３項に規定する旅館営業の施設以外の施設をいう。 
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 伊勢市国民保護協議会条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第 13 号 

伊勢市国民保護協議会条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律（平成 16 年法律第 112 号）第 40 条第８項の規定に基づき、

伊勢市国民保護協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（委員及び専門委員） 

第２条 協議会の委員の定数は、40 人以内とする。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任さ

れるものとする。 

（会長の職務代理） 

第３条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめそ

の指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決するこ

とができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

（補則） 

第５条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

会長が協議会に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 伊勢市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例をここに公布す 

 

 

る。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第 14 号 

伊勢市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律（平成 16 年法律第 112 号。以下「法」という。）第 31 条及

び第 183 条の規定に基づき、伊勢市国民保護対策本部（以下「国民保護

対策本部」という。）及び伊勢市緊急対処事態対策本部の組織及び運営

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（国民保護対策本部の組織） 

第２条 国民保護対策本部長（以下「本部長」という。）は、国民保護対策

本部の事務を総括する。 

２ 国民保護対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を助け、

国民保護対策本部の事務を整理する。 

３ 国民保護対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、

国民保護対策本部の事務に従事する。 

４ 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員

を置くことができる。 

５ 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。 

(国民保護対策本部の会議) 

第３条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円

滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議（以下この条にお

いて「会議」という。）を招集する。 

２ 本部長は、法第 28 条第６項の規定に基づき、国の職員その他市の職員

以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求める

ことができる。 

（国民保護対策本部の部） 
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第４条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くこ

とができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地対策本部） 

第５条 法第 28 条第８項に規定する現地対策本部に、現地対策本部長、現

地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員及び第２条第４項

の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。 

２ 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。 

（補則） 

第６条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事

項は本部長が別に定める。 

（準用） 

第７条 第２条から前条までの規定は、伊勢市緊急対処事態対策本部につ

いて準用する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 伊勢市消防団条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第 15 号 

   伊勢市消防団条例の一部を改正する条例 

第１条 伊勢市消防団条例（平成 17 年伊勢市条例第 208 号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表第１摘要の欄中「12 月」を「３月」に改める。 

第２条 伊勢市消防団条例の一部を次のように改正する。 

  別表第１金額の欄中「82,500 円」を「84,500 円」に、「69,000 円」を

「71,000 円」に、「50,500 円」を「52,500 円」に、「45,500 円」を「47,500

円」に、「37,000 円」を「39,000 円」に、「36,000 円」を「38,000 円」

に改める。 

   附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成 18 年１月１日から適用する。

ただし、第２条の規定は、平成 18 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の第 1 条の規定による改正後の伊勢市消防団条例別表第１の

規定により最初に支給される報酬の額は、第２条の規定による改正前の

伊勢市消防団条例別表第１に規定する報酬の額に 12 で除して得て、３

を乗じて得た額とする。 
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 伊勢市福祉健康センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第 16 号 

伊勢市福祉健康センター条例の一部を改正する条例 

第１条 伊勢市福祉健康センター条例（平成 17 年伊勢市条例第 84 号）の

一部を次のように改正する。 

  第４条第１号ア中「身体障害者福祉法第４条の２第７項」を「障害者

自立支援法（平成 17 年法律第 123 号。以下「支援法」という。）附則第

８条第２項」に改める。 

 第５条第１項第１号ア(ｱ)中「身体障害者福祉法第４条の２第３項」を

「支援法附則第８条第１項第６号」に、「身体障害者福祉法第 17 条の５

第２項の規定による居宅」を「支援法第 22 条第１項の規定による」に改

める。 

 第７条第２項第３号を次のように改める。 

  (3) 支援法第 25 条第１項の規定による支給決定の取消しがあったと

き。 

 第 14 条第２項を次のように改める。 

２ 前項の利用料の額は、当該利用者につき市長が支援法第 29 条第３項

の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同条第１項の

特定費用を加算した額とする。 

 第 14 条第４項を削る。 

第２条 伊勢市福祉健康センター条例の一部を次のように改正する。 

 第 20 条中「第８条」を「第 11 条」に改め、同条を第 21 条とする。 

 第 18 条及び第 19 条を削る。 

 第 17 条第２項中「第 11 条」を「第 14 条」に改め、「市」の次に「又

は指定管理者」を加え、同条を第 20 条とする。 

 第 16 条中「第 11 条」を「第 14 条」に改め、同条を第 19 条とする。 

 第 15 条を第 18 条とする。 
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 第 14 条第１項中「第６条」を「第９条」に改め、同条を第 17 条とす

る。 

 第 13 条を第 16 条とする。 

 第 12 条第１項中「別表」を「別表第２」に、「第９条」を「第 12 条」

に改め、同条第２項中「別表」を「別表第２」に改め、同条を第 15 条

とする。 

第 11 条中「市長」を「市長等」に改め、同条を第 14 条とする。 

第 10 条中「別表」を「別表第２」に、「市長」を「市長等」に改め、

同条を第 13 条とする。 

 第９条中「市長」を「市長等」に、「第５条」を「第８条」に、「別

表」を「別表第２」に改め、同条を第 12 条とする。 

 第８条各号列記以外の部分中「第５条」を「第８条」に改め、同条を

第 11 条とする。 

 第７条を第 10 条とし、第６条を第９条とする。 

 第５条第２項中「第８条」を「第 11 条」に改め、同条第３項中「市

長は」を「市長又は指定管理者（以下「市長等」という。）は」に、「市

長が」を「市長等が」に、「別表」を「別表第２」に改め、同条を第８

条とし、第４条の次に次の３条を加える。 

  （指定管理者による管理） 

第５条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項の規定により、

法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）にセンターの管理を行わせるものとする。ただし、第３条

第３号から第６号までに掲げる施設を除く。 

  （指定管理者が行う業務） 

第６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 
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  (1) 第４条（第３号を除く。）に規定する事業を行うために必要な事 

   業 

  (2) センターの使用の許可に関する業務 

  (3) センターの維持管理に関する業務 

  (4) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理に関する事務のうち、

市長のみの権限に属する事務を除く業務 

（利用時間及び休館日） 

第７条 第３条に規定する施設の利用時間及び休館日は、別表第１のと

おりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを

変更することができる。 

２ 別表第２に掲げる各室の使用時間は、午前９時から午後９時までと

する。 

 別表中「（第５条、第９条、第 10 条、第 12 条関係）」を「（第８条、

第 12 条、第 13 条、第 15 条関係）」に改め、同表を別表第２とし、同

表の前に次の１表を付する。 
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別表第１（第７条関係） 

利用時間及び休館日 

施設の種類 利 用 時 間 休 館 日 

伊勢市身体

障害者福祉

センター 

伊勢老人福

祉センター 

午前８時 30 分から午後５

時まで 

ただし、専用して利用する

場合は午前８時 30 分から

午後９時まで 

伊勢市中央

児童センタ

ー 

午前９時から午後５時ま

で 

１ 月曜日（月曜日が国民の

祝日に関する法律（昭和 23

年法律第 178 号）に規定す

る休日である場合は除く。）

２ 国民の祝日に関する法

律に規定する休日の翌日 

３ １月１日、１月３日及び

12 月 29 日から 12 月 31 日

まで 

４ その他市長が特に必要

と認める日 

伊勢市中央

保健センタ

ー 

午前８時 30 分から午後５

時まで 

伊勢市ひま

わり授産所 

午前９時から午後４時ま

で 

１ 日曜日及び土曜日 

２ 国民の祝日に関する法

律に規定する休日 

３ １月２日、１月３日及び

12 月 29 日から 12 月 31 日

まで 

伊勢市休日・

夜間応急診

療所 

伊勢市休日・夜間応急診療

所条例（平成 17 年伊勢市

条例第 128 号）第３条第１

項に規定する診療時間 

なし 
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附 則 

 （施行期日）   

１ この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定

は、平成 18 年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市福祉健康センター

条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当

規定によりなされたものとみなす。 
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 伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 

 

 

をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第 17 号 

   伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する

条例 

第１条 伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター条例（平成 17 年伊

勢市条例第 100 号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１号中「以下「法」という」を「以下「身障法」という」に、

「（法第４条の２第３項に規定する身体障害者デイサービスをいう。以

下同じ。）に係る法第 17 条の５第２項の規定による居宅支援決定を受け

たもの」を「（障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号。以下「支援

法」という。）附則第８条第１項第６号に規定する身体障害者デイサー

ビスをいう。以下同じ。）に係る支援法第 22 条第１項の規定による支給

決定を受けたもの」に改め、同条第３号中「法」を「身障法」に改める。 

 第７条第３号中「法第 17 条の８第１項の規定による居宅支給決定」

を「支援法第 25 条第１項の規定による支給決定」に改める。 

 第８条第２項中「法第 17 条の４第２項第２号の規定により定める基

準により算定した額（法定代理受領（身体障害者福祉法に基づく指定居

宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 14 年厚生労

働省令第 78 号）第２条第７号に規定する法定代理受領をいう。）の取扱

いによらない場合にあっては、市長が法第 17 条の４第２項第１号の規

定により定める基準により算定した額）」を「支援法第 29 条第３項の厚

生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同条第１項の特定

費用を加算した額」に改め、同条第３項を削る。 

第２条 伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター条例の一部を次のよ

うに改正する。 

 第 12 条を第 15 条とし、第 11 条を削り、第 10 条を第 14 条とし、第

９条を第 13 条とする。 
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 第８条中「第５条」を「第９条」に改め、同条を第 12 条とする。 

 第７条を第 11 条とし、第４条から第６条までを４条ずつ繰り下げ、

第３条の次に次の４条を加える。 

  （指定管理者による管理） 

第４条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項の規定により、

法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）にセンターの管理を行わせるものとする。 

 （指定管理者が行う業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (1) 第３条に規定する事業を行うために必要な業務 

 (2) センターの維持管理に関する業務 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、センターの管理に関する事務のうち、

市長のみの権限に属する事務を除く業務 

 （開館時間） 

第６条 センターの開館時間は、午前８時 30 分から午後５時までとする。

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認

を得て、これを変更することができる。 

 （休館日） 

第７条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者

は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更

し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。 

 (1) 日曜日及び土曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する

休日 

 (3) 12月 29日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定

は、平成 18 年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の前の日までに、改正前の伊勢市重度身体障害者デイ

サービスセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 
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 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業の設置等に関する条例の一部を改 

 

 

正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第 18 号 

伊勢市認知症対応型共同生活介護事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例 

伊勢市認知症対応型共同生活介護事業の設置等に関する条例（平成 17

年伊勢市条例第 94 号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「要介護者」を「要介護者等」に改め、「法第７条第15項の規

定に基づき、認知症対応型共同生活介護事業」を「法第８条第18項の規定

に基づく認知症対応型共同生活介護事業及び法第８条の２第17項の規定に

基づく介護予防認知症対応型共同生活介護事業（以下「認知症対応型共同

生活介護事業」という。）」に改める。 

第２条第３項第１号を次のように改める。 

 (1) 法による要介護度が要支援２及び要介護１から要介護５までの者 

 第９条見出し中「管理運営」を「業務」に、同条中「管理運営に関する」

を削る。 

附 則 

 （施行期日）   

１ この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市認知症対応型共同

生活介護事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 
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 伊勢市神社海の駅条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 18 年３月 31 日 

 

 

 

               伊勢市長職務代理者 

         伊勢市助役 阿 形 次 基     
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伊勢市条例第 19 号 

伊勢市神社海の駅条例 

 （設置） 

第１条 宇治山田港湾及び勢田川の水運を生かした地域づくりの輪を広げ、

市民が水と親しみ集い賑わう、伊勢の新たな魅力づくりのための拠点と

して、伊勢市神社海の駅（以下「駅舎」という。）を設置する。 

 （位置） 

第２条 駅舎は、伊勢市神社港 68 番地１に置く。 

（指定管理者による管理） 

第３条 市長は、駅舎の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項の規定により、法人その他の

団体であって、市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に

駅舎の管理を行わせるものとする。 

 （指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (1) 別表第１及び別表第２に掲げる駅舎の利用の許可に関する業務 

 (2) 駅舎の施設、設備器具等の維持管理に関する業務 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、駅舎の管理に関する事務のうち、市長

のみの権限に属する事務を除く業務 

 （開館時間） 

第５条 駅舎の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、こ

れを変更することができる。 

 （休館日） 

第６条 駅舎は、年中無休とする。ただし、指定管理者は、特に必要があ

ると認めるときは、市長の承認を得て、これを休館することができる。 
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 （利用の許可） 

第７条 駅舎の施設、設備及び附属器具(以下「施設等」という。)を利用

しようとする者は、この条例に基づく規則で定めるところにより、あら

かじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を

変更しようとするときも、同様とする。 

２ 指定管理者は、前項の許可について駅舎の管理上必要な条件を付する

ことができる。 

 （利用の制限） 

第８条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の

利用を許可しないものとする。 

 (1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められ

るとき。 

 (2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。 

 (3) 駅舎の管理上支障があると認められるとき。 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、指定管理者が利用を不適当と認めると

き。 

 （利用許可の取消し等） 

第９条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の

利用の許可を取り消し、又は施設等の利用を停止し、若しくは制限し、

若しくは施設等の利用の許可に付した条件を変更することができる。 

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が偽りその他不正

の手段によって許可を受けたとき。 

 (2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の

指示した事項に違反したとき。 

 (3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。 

 (4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。 
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 (5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなく

なったとき。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。 

２ 施設等の利用により、前項の規定による許可の取消しにより、利用の

停止若しくは制限により、又は利用の許可に付した条件の変更により損

害が生じても、市長又は指定管理者は、その賠償の責めを負わない。た

だし、同項第５号の規定に該当する場合は、この限りでない。 

（利用料金） 

第 10 条 利用者は、指定管理者に施設等の利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納

を認める場合は、この限りでない。 

２ 利用料金は、別表第１及び別表第２に掲げる額の範囲内において、市

長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようと

するときも、同様とする。 

３ 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受さ

せるものとする。 

 （利用料金の減免） 

第 11 条 指定管理者は、公益上特別な事由があると認めるときは、利用料

金を減額し、又は免除することができる。 

 （利用料金の還付） 

第 12 条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さな

い事由により施設等の利用ができなくなったときその他指定管理者が

特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することが

できる。 

（目的外利用の禁止） 

第 13 条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用することができ
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ない。 

２ 利用者は、施設等を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはな

らない。 

 （原状回復義務） 

第 14 条 利用者は、施設及び設備器具の利用を終えたとき、又は利用を停

止されたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に

回復しなければならない。 

 （損害賠償義務） 

第 15 条 利用者その他駅舎を利用する者は、故意又は過失により施設等を

損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。た

だし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。 

 （委任） 

第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。 

（指定管理者による管理の特例） 

２ 第４条の規定にかかわらず、この条例施行後最初の指定管理者が指定

され駅舎の管理を開始するまでの間、市長が駅舎を管理するものとする。 
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別表第１（第 10 条関係） 

   駅舎施設利用料金 

午前 午後 全日 

区分 １時間当り 

９時～12 時 13 時～17 時 ９時～17 時 

研修室 300 円 800 円 1,000 円 1,800 円 

会議室１ 300 円 800 円 1,000 円 1,800 円 

会議室２ 200 円 500 円  600 円 1,100 円 

備考 利用時間に１時間未満の端数があるとき、又は利用時間が１時間

未満であるときは、これを１時間とする。 

 

別表第２（第 10 条関係） 

   設備及び附属機器利用料金（冷暖房設備） 

区分 金額（１時間につき） 

研修室、会議室１及び２ 200 円 

備考 利用時間に１時間未満の端数があるとき、又は利用時間が１時間

未満であるときは、これを１時間とする。 
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